
�

�

�

�

������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

わたしの

見てある記見てある記

19.  1.  7

も
の
で
、
受
診
年
月
、
受
診
者
名
、

受
診
区
分
（
入
院
、
柔
整
等
）、
受

診
日
数
、
医
療
費
の
額
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
な
お
、
医
療
費
の
額

に
は
、
自
由
診
療
に
よ
る
も
の
や
、

差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
保
険
対
象
外

の
額
は
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。
保

険
医
療
機
関
等
か
ら
請
求
が
遅
れ

て
い
る
も
の
は
記
載
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

※
通
知
書
は
１
月
初
旬
に
送
付

し
ま
す
。な
お
、こ
の
通
知
に
よ
っ

て
、
特
別
な
手
続
き
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
�
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。
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国
民
健
康
保
険
・ 

医
療
費
（　

年
９
月
分
） 

１８

通
知
を
送
付
し
ま
す

　

市
で
は
、
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
る
方
に
、
健
康
の
大
切

さ
や
医
療
保
険
制
度
へ
の
理
解
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
医
療
機

関
等
で
受
診
し
た
医
療
費
の
額
等

を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
通
知
す
る
も
の
は
、
保
険

医
療
機
関
等
で
受
診
さ
れ
た
内
容

ま
た
は
整
骨
院
や
接
骨
院
な
ど
で

治
療
を
受
け
柔
道
整
復
師
か
ら
市

へ
請
求
が
さ
れ
た
内
容
で
す
。　

　

対
象
は　

年
９
月
に
受
診
し
た

１８

ご

存

じ

で

す

か 

滞
納
世
帯
主
等
特
別
措
置

　

国
民
健
康
保
険
で
は
、
特
別
な

事
情
も
無
く
国
民
健
康
保
険
税
を

滞
納
す
る
と
次
の
特
別
措
置
が
適

用
さ
れ
ま
す
。
特
別
な
事
情
が

あ
っ
て
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

必
ず
保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
）

ま
た
は
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
《
特
別
措
置
の
内
容
》

　

①
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証

　

小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
や
消

費
税
、
年
金
受
給
者
や
給
与
所
得

者
の
所
得
税
の
申
告
を
対
象
（
譲

渡
所
得
の
あ
る
方
を
除
く
）
と
し

て
、
税
理
士
会
に
よ
る
無
料
申
告

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
（
各
会
場

の
日
程
は
左
表
の
通
り
）。
な
お
、

各
会
場
と
も
、
車
で
の
来
場
は
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。

　

来
場
の
際
は
、
黒
ボ
ー
ル
ペ
ン

や
電
卓
等
の
計
算
器
具
を
持
参
し

費
控
除
の
対
象
と
し
て
税
務
署
に

申
告
す
る
場
合
、
お
む
つ
代
の
領

収
書
に
添
付
す
る
書
類
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
は
医
師
が
発
行
し
た

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が
必
要
で

し
た
が
、
２
年
目
以
降
の
申
告
に

対
し
て
は
、
市
が
発
行
す
る
「
主

治
医
意
見
書
の
内
容
確
認
書
」
で

納税にご協力を納税にご協力を
　１月３１日（水）は、市・都民税

第４期、国民健康保険税第７期の

納期限です。最寄りの金融機関・

郵便局でお納めください。

　詳しくは納税課 �４７０・７７３０へ。

　
「
緊
急
地
震
速
報
」
は
、
震
源
に

近
い
観
測
点
で
地
震
を
検
知
し
、

表１　　小規模納税者等を対象とする税理士会主催の無料申告相談会日程
２　月

所　在　地会　　場 ２３日
（金）

２２日
（木）

２１日
（水）

２０日
（火）

１９日
（月）

６日
（火）

５日
（月）

２日
（金）

１日
（木）

受付時間は午前９時半～１１時半、午後１時半～３時半

○○○○○○東久留米市本町３－３－１東久留米市役所

○○○○○清瀬市元町１－６－６清瀬市民センター

○○○○○西東京市中町１－５－１保谷こもれびホール

○○○○○○小平市小川町２－１３３３小 平 市 役 所

表２　　税理士会との共催による広域還付申告センターの開催日程
日　程(土曜・日曜日、祝日を除く)会　　場

いずれも

午前１０時～午後６時

２月５日（月）～１６日（金）ＪＲ東京駅｢動輪の広場｣

２月２０日（火）～２３日（金）ＪＲ新宿駅「西口広場イベントコーナー」

※同申告センターでは、①還付の申告書の受け付け・預かり（提出された申告書は、住所地〈納税地〉を所轄する税務署
へ送付します）、②還付の申告書の書き方のアドバイス（土地、建物、株式等の譲渡所得のある方を除きます）を行います。

　
【
物
件
】所
在
地
＝
東
久
留
米
市

幸
町
三
丁
目
６
番
４
▽
地
目
＝
宅

地
▽
面
積
（
実
測
）
３
１
９
・　
０２

平
方
㍍
▽
参
考
価
格
７
３
０
５

万
円
（
入
札
の
際
、
参
考
と
し
て

価
格
の
目
安
を
示
し
た
も
の
）

　
【
参
加
者
の
資
格
】個
人
ま
た
は

法
人

　
【
売
却
方
法
】
競
争
入
札

　
【
要
項
配
布
期
間
】
１
月
９
日

（
火
）
〜　

日
（
金
）

１９

　
【
入
札
日
】
１
月　

日
（
月
）　

２２

　
【
契
約
締
結
日
】２
月
２
日（
金
）

　
【
売
買
代
金
の
納
入
】２
月
９
日

（
金
）ま
で
に
売
却
代
金
の
半
額
を

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

て
く
だ
さ
い
。

　

※
所
得
金
額
が
高
額
の
方
、
相

談
内
容
が
複
雑
な
方
は
税
務
署
を

税
理
士
会
が
行
う

　
　

無
料
申
告
相
談
会

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

※
青
色
申
告
を
す
る
方
、
譲
渡

所
得
（
株
式
等
の
譲
渡
を
含
む
）

の
あ
る
方
、
税
理
士
に
依
頼
し
て

い
る
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

外
出
先
で
も
利
用
で
き
ま
す 

広
域
還
付
申
告
セ
ン
タ
ー

　

広
域
還
付
申
告
セ
ン
タ
ー
を
税

理
士
会
と
の
共
催
で
開
設
し
ま
す

（
都
内
の
会
場
は
左
表
を
参
照
）。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
�
０

４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１
へ
。

介
護
保
険
制
度
で
の
税
控
除

代
用
で
き
ま
す
（
１
年
目
は
医
師

の
証
明
が
必
要
で
す
）。

　
【
対
象
】次
の
①
〜
④
の
い
ず
れ

も
該
当
す
る
場
合
に
発
行
し
ま
す

　

①
お
む
つ
代

の
税
申
告
す
る

の
が
２
年
目
以

降
の
方
（　

年
１７

中
の
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を

申
告
し
た
方
）
②　

年
中
に
購
入

１８

し
た
お
む
つ
代
を
税
申
告
す
る
方

③　

年
中
に
介
護
保
険
の
要
介
護

１８

認
定
を
受
け
て
い
る
方
④
主
治
医

意
見
書
の
内
容
に
よ
り
、
寝
た
き

り
状
態
に
あ
る
こ
と
お
よ
び
尿
失

禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
方

障
害
者
控
除
の
申
告

　

市
で
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告

や
市
・
都
民
税
の
申
告
を
行
う
際

に
、　

年　

月　

日
現
在
、
市
内

１８

１２

３１

に
在
住
す
る　

歳
以
上
の
方
で
、

６５

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
に
、
障
害
者
手
帳
な
ど

が
な
く
て
も
障
害
者
控
除
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
認
定
書
を
発
行

し
ま
す
。

　
【
対
象
】①
寝
た
き
り
高
齢
の
方

②
知
的
障
害
者
（
軽
度
・
中
度
・

重
度
）
に
準
ず
る
方
③
身
体
障
害

者
（
１
級
〜
６
級
）
に
準
ず
る
方

　

詳
し
く
は
介
護
福
祉
課
介
護

サ
ー
ビ
ス
係
（
内
線
２
５
０
２
、

２
５
５
３
〜
２
５
５
７
）
へ
。

せ
て
そ
の
月
分
の
国
民
年
金

保
険
料
領
収
証
書
を
添
付
等

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、　

年
１８

　

月
３
日
〜　

月　

日
の
間

１０

１２

３１

に
、　

年
に
初
め
て
国
民
年
金

１８

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に

は
、
２
月
中
に
「
控
除
証
明
書
」

を
送
付
し
ま
す
。

　

紛
失
等
に
よ
る
再
発
行
や

「
控
除
証
明
書
」に
関
す
る
問
い

合
わ
せ
は
専
用
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
�
０
５
７
０
・　

・
９
９

００

１
１
、
Ｉ
Ｐ
電
話
等
を
ご
利
用

の
方
は
�
０
４
５
・
３
２
６
・

１
８
４
０
へ
。

老
齢
年
金
を
受
け
て 

い
る
方
に
源
泉
徴
収

票
が
交
付
さ
れ
ま
す

　

老
齢
基
礎
年
金
や
老
齢
厚

生
年
金
な
ど
は
、
所
得
税
法
上

「
雑
所
得
」と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

課
税
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
社
会
保
険
業
務

セ
ン
タ
ー
で
は
、
１
月
末
日
ま

で
に
一
年
間
の
年
金
の
支
払

総
額
、
介
護
保
険
料
額
、
源
泉

徴
収
税
額
お
よ
び
控
除
内
容

を
記
載
し
た
「
公
的
年
金
等
の

源
泉
徴
収
票
」
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

　
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」
は
、
所
得
税
が
源
泉
徴
収

さ
れ
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、

老
齢
基
礎
年
金
や
老
齢
厚
生

年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る
方

全
員
に
送
付
し
ま
す
。

　

２
つ
以
上
の
年
金
を
受
け

て
い
る
方
や
公
的
年
金
以
外

に
所
得
が
あ
る
方
は
、
確
定
申

告
を
す
る
際
に
も
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　
「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収

票
」
が
２
月
に
な
っ
て
も
送
付

さ
れ
な
い
場
合
や
紛
失
し
た

場
合
に
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
�
０
５
７
０
・　

・
１
１
６

０７

５
、
ま
た
は
武
蔵
野
社
会
保
険

事
務
所
�
０
４
２
２
・　

・
１

５６

４
１
１
へ
。

確
定
申
告
を
行
う
方
へ

　

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
、

確
定
申
告
で
の
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
社
会

保
険
料
控
除
の
適
用
を
受
け
る

場
合
に
は
、「
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」

（
以
下
「
控
除
証
明
書
」）
の
添

付
等
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、　

年
１
月
１

１８

日
〜　

月
２
日
に
国
民
年
金
保

１０

険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
に
は
、

　

月
に
「
控
除
証
明
書
」
を
送

１１付
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、「
控
除
証
明
書
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
以
外
の
月
の
国

民
年
金
保
険
料
を
納
付
し
て
い

る
場
合
、「
控
除
証
明
書
」
と
併

国民健康保険国民健康保険
情報情報

を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、
短
期
被

保
険
者
証
、
資
格
証
明
書
が
交
付

さ
れ
ま
す
（
短
期
被
保
険
者
証
と

は
、
有
効
期
間
が
短
い
被
保
険
者

証
の
こ
と
で
す
。
資
格
証
明
書
は

被
保
険
者
証
と
違
い
、
医
療
機
関

等
に
掛
か
る
と
き
、
い
っ
た
ん
全

額
の
医
療
費
を
支
払
う
こ
と
に
な

り
ま
す
）

　

②
保
険
給
付
の
一
部
ま
た
は
全

部
が
一
時
差
し
止
め
さ
れ
ま
す

　

③
前
記
を
も
っ
て
も
改
善
さ
れ

な
い
場
合
は
、
差
し
止
め
さ
れ
た

保
険
給
付
の
額
か
ら
滞
納
国
保
税

に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
�
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

高
齢
の
方
の
お
む
つ
代

　

高
齢
の
方
の
お
む
つ
代
を
医
療

納
入

　

案
内
書
は
１
月
９
日
（
火
）
か

ら
管
財
課
（
市
役
所
４
階
）
で
配

布
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
管
財
係 
�
４

７
０
・
７
７
１
８
へ
。

　
【
ご
注
意
】
受
付
時
間
は
混

雑
の
状
況
に
よ
り
、
早
く
締
め

切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い

直
ち
に
震
源
や
震
度
の
規
模
、
各

地
の
震
度
な
ど
を
推
定
し
、
大
き

な
揺
れ
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
お

知
ら
せ
す
る
情
報
で
す
。
し
か
し
、

現
時
点
に
お
け
る

緊
急
地
震
速
報
に

は
、
速
報
の
発
表

と
地
震
の
揺
れ
が

到
達
す
る
ま
で
の

時
間
や
予
測
震
度
の
誤
差
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
技
術
的
な
限
界
が
あ

り
ま
す
。
気
象
庁
で
は
、
限
界
を

踏
ま
え
て
緊
急
地
震
速
報
が
地
震

被
害
の
軽
減
に
有
効

に
活
用
さ
れ
る
よ
う
、

提
供
開
始
に
向
け
準

備
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

緊
急
地
震
速
報
の

詳
細
は
を
同
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
東
京
管

区
気
象
台
総
務
部
業

務
課
広
報
係
�　

・
０３

３
２
１
２
・
８
３
４

１
へ
。

地
震
被
害
の
軽
減
を
目
指
し
て
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ご
利
用
く
だ
さ
い

医療費を大切に医療費を大切に

緊
急
地
震
速
報
を
ご
存
じ
で
す
か

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
し
い
年
を
ど
の
よ
う
に
迎

え
ら
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

市
長
に
就
任
を
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
５
度
目
の
新
年
を
迎
え
た

わ
け
で
す
が
、
一
年
が
早
く
感

じ
ら
れ
て
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
行
政
課
題
が
山
積
し
て

い
ま
す
が
、
一
つ
一
つ
着
実
に

解
決
に
向
け
た
努
力
を
積
み
重

ね
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
後
と
も
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
都
立
久
留
米
高
校
が
、

全
国
高
校
サ
ッ
カ
ー
選
手
権
大

会
都
大
会
で　

年
ぶ
り
２
度
目

１４

の
優
勝
を
果
た
し
、
都
立
高
校

と
し
て
は
９
年
ぶ
り
に
頂
点
に

立
ち
ま
し
た
。
仕
事
の
関
係
で

決
勝
戦
に
応
援
に
行
け
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
応
援
に
行
っ
て
い

た
友
人
か
ら
優
勝
決
定
の
瞬
間

に
連
絡
が
入
り
ま
し
た
。
優
勝

の
歓
声
で
言
葉
は
よ
く
聞
こ
え

ず
、
半
ば
泣
き
声
。
現
場
の
状

況
は
逆
に
よ
く
伝
わ
っ
て
き
ま

し
た
。
久
留
米
高
校
チ
ー
ム
は

そ
ん
な
に
大
き
な
選
手
は
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
十
分
な
練
習

量
と
選
手
た
ち
の
努
力
に
よ
っ

て
、
最
後
ま
で
ス
ピ
ー
ド
が
落

ち
ず
に
、
都
大
会
で
は
５
戦
中

３
戦
が
逆
転
勝
ち
で
し
た
。
全

国
大
会
で
も
、
ぜ
ひ
勝
ち
抜
い

て
も
ら
い
国
立
競
技
場
で
の
プ

レ
ー
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
彼
ら
で
な
け
れ
ば
で
き
な

い
プ
レ
ー
を
ピ
ッ
チ
で
表
現
し

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
吉

報
を
待
っ
て
い
ま
す
。


